
 

   第七期・第八期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における地域密着型サービスの 

整備について 

 

１ 第七期計画におけるこれまでの経過 

 第七期計画（平成 30 年度～令和２年度）に基づく地域密着型サービスの整備においては、認知

症対応型共同生活介護の応募はあったものの、地域密着型介護老人福祉施設及び看護小規模多機能

型居宅介護については、平成 30 年度において、開設する日常生活圏域等の応募要件を見直しなが

ら３度の公募を実施したが、応募がない状況となっている。 

（１）施設整備量について 

（２）実施状況について 

平成 30 年４月 公募（ＧＨ増床分事業者決定） 

平成 30 年５月 十勝管内の事業者に対する施設整備意向調査を実施 

令和 30 年６月 公募期間を延長し２回目の公募を実施 

平成 30 年９月 整備圏域を市内全域に拡大し３回目の公募を実施（ＧＨ新設分事業者決定） 

令和 元年４月 十勝管内の事業者に対する施設整備意向調査を実施 

令和 元年５月 市ホームページに「開設相談受付中」ページを開設 

令和 ２年３月 十勝管内の事業者に対する施設整備意向調査（第七期・第八期） 

帯広市内の事業者に対する介護人材不足実態調査 

 

２ 前回の本委員会以降の状況について 

（１）公募の状況について 

第七期計画における施設整備に係る意向調査の結果から、十勝管内の事業者からの応募は見込

めないものの、サービス利用者の不利益にならないよう安定したサービス提供体制の確保を優先

していきたいという大きな考え方に基づき、十勝管外の法人からの応募に期待し４回目の公募を

実施する提案について本委員会においてご了承をいただき、令和２年６月 15 日から７月末まで

の期間で実施したが応募はなく、第七期計画における地域密着型介護老人福祉施設及び看護小規

模多機能型居宅介護については未整備の結果となった。 

 

３ 第七期計画における施設整備に係る課題に対する市のこれまでの取り組みについて 

（１）介護人材の確保について 

①介護人材確保に係る関係団体及び専門職養成校等との意見交換 

事業者等が行っている介護人材確保の取り組みの情報共有を図りながら、介護人材不足の要 

 

種別 整備内容 整備状況 

看 護 小 規 模

多 機 能 型

居 宅 介 護 

１か所 

登録定員 29 人×１    

１か所 

29 人 
未整備 

認知症対応型 

共同生活介護 

①９床×２ユニット（新設） 

②９床×１ユニット（増床） 

２か所 

27 床 

① 株式会社ビジュアルビジョン 

② 社会福祉法人元気の里とかち 

地 域 密 着 型 

介 護 老 人 

福 祉 施 設 

１か所 

定員 29 床×１    

１か所 

29 床 
未整備 

協議事項１ 

（９） 



因のうち、介護職に対するイメージの向上を図るため、専門職養成校の協力による介護の日パ 

ネル展示、また、印刷会社の協力による介護の仕事に係るフリーペーパーの高校生への配布を 

行ってきている。 

②介護人材の発掘 

十勝定住自立圏の取り組みとして、平成 28 年度より潜在介護士等復職支援研修会を実施し

てきている。（受講者数 H28：５名、H29：８名、H30：０名、R1：０名、R2：新型コロナによ

り中止） 

③介護人材の離職防止 

介護業界への職員定着のため、経験年数が近い職員同士が事業所や職種を越えて日頃の悩み

や情報交換ができるようにするための取り組みとして、平成 30 年度より新任介護職員等研修

会を実施してきている。（受講者数 H30：26 名、R1：24 名、R2：新型コロナにより中止） 

④外国人材の採用支援 

事業者による外国人技能実習制度の活用に向けた取り組みとして、平成 30 年度に管理団体

による外国人材活用セミナーを実施してきている。（受講者 27 名） 

⑤介護人材不足の実態把握 

帯広市内に所在する介護サービス事業所に対し、安定した事業所運営を行う上で具体的に不

足している人数（頭数）を把握することを目的として、令和２年３月に介護人材不足実態調査

を実施してきている。（不足人数 394人） 

（２）整備圏域の考え方について 

第七期計画においては、各日常生活圏域における高齢者数や既存の施設数等からバランスを考

慮し、広陽・若葉日常生活圏域への開設を目指したが、公募が不調となったことから、事業者に

対する意向調査を実施し、当圏域における建設予定地の確保が困難との意見を受け、開設する圏

域を市内全域へと拡大してきている。 

（３）事業者における事業計画について 

事業者に対する意向調査において開設の予定があった事業者との個別の意見交換の中で、建築

費用や人材紹介業者への紹介料が高騰している状況において、新規に事業所を開設し安定した経

営をしていくためには、スケールメリットを活かした事業所運営が必要との意見を受け、既存の

地域密着型特養に増床する形での応募について個別に協議してきている。 

（４）施設等における６月末現在の入所待機者数について 

 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 H29－R2 

特別養護老人ホーム ① 736 640 592 609 △127 

①のうち入所保留者数 ② 61 － － 79 18 

差 ①－② 675 － － 530 △145 

①のうち６カ月以内入所希望者③ 436 － － 415 △21 

②のうち６カ月以内入所希望者 － － － 40 － 

   

グループホーム 145 134 136 127 △18 

介護付き有料老人ホーム 42 － － 63 21 

介護老人保健施設 67 40 53 45 △22 

※「－」の部分は、計画策定年のみ調査している。 
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これまでの計画による施設整備や、高齢者向けの多様な住まいの増加により、特養待機者数は

年々減少傾向にあるが、公募不調の影響もあり、本年６月末現在の待機者数は 609 人（前年比  

17人増）となった。 

一方、特養入所待機者のうち、６カ月以内に入所したい人数が減少傾向にあること、また、入

所保留者数について合わせて調査を行ったところ 79人が保留を申し出ており、そのうちの 40 人

は６カ月以内に入所を希望している人との実態もあり、実質的な待機者数としては減少してきて

いるとの一面も垣間見える。 

 

４  協 議 ⑴  第七期計画における施設整備について（案） 

第七期計画においては、サービス利用者の不利益にならないよう安定したサービス提供体制の確

保を優先していきたいという大きな考え方に基づき、本委員会における協議の中で様々なご意見を

いただきながら、地域密着型介護老人福祉施設及び看護小規模多機能型居宅介護の整備に向け取り

組んできたが、結果として未整備となった。 

このことについて、第八期計画を策定していく中で、第七期計画における施設整備の実施状況と

して、上記の課題と取り組みを踏まえて総括していきたい。 

 

５  協 議 ⑵  第八期計画における施設整備の今後の対応方針（案） 

第八期計画の策定については、別添の資料「第八期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画について」のとおり、本計画を所管する市長の附属機関である帯広市健康生活支援審議会の健康

づくり支援部会・高齢者支援部会の合同部会における審議や、市議会への報告を経ながら進めてい

くこととしている。 

この中で、施設整備については、要介護認定者数の増加や介護サービスの必要量などを推計し、

各日常生活圏域における施設の整備状況、特養入所待機者等の状況、外国人材を含めた介護人材の

確保、高齢者人口が 2040 年をピークに減少していくことに対する施設の耐用年数など様々な状況

を勘案しつつ、医療と介護の連携による在宅介護の限界点の底上げをはじめとする在宅サービス等

の充実についても検討しながら、関係団体等との意見交換の聴取内容も踏まえて方針をまとめてい

きたいと考えており、地域密着型サービスの運営を所管する本委員会においても、委員の皆様から

ご意見をいただきたい。 

なお、第八期計画における施設整備の実施可否については、現段階では明らかにできる状況には

ないが、意向調査の結果において、整備に前向きな提案があった事業者に対しては、開設の可能性

について、並行して具体的に個別協議を進めていきたい。 

 

（11） 



第八期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定について              

計画の策定にあたって 

１．計画策定の目的 

団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年が近づく中、2040 年まで高齢者人口が増加するなど、高齢化が一層進

む中で、地域で高齢者の生活を支える「地域包括ケアシステム」の推進など、地域の特性に応じた目指すべき基本

方向と取り組むべき施策を明らかにすることを目的として計画を策定するものです。 

２．計画の位置付け 

本計画は老人福祉法及び介護保険法に基づく市町村計画、及び第七期帯広市総合計画に即した分野計画として策

定するほか、第三期帯広市地域福祉計画を上位計画とする福祉分野の計画として、高齢者保健福祉計画と介護保険

事業計画を一体的のものとして策定します。 

３．計画の期間 

令和３（2021）年度〜令和５（2023）年度までの３年間とします。 

帯広市の現状 

１．高齢者人口・世帯等の状況 

高齢者人口は年々増加し、今後もこの傾向は継続し、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年に

は高齢者人口はピークになる見込みです。ひとり暮らしや高齢者夫婦世帯は、増加傾向にあります。 

   高齢者人口の増加に伴い要介護認定率や要介護認定者数に占める認知症の認定者数が増加傾向にありますが、要

介護１までの軽度者の割合が高い傾向にあります。 

２．第七期計画の主な取組状況 

（１）施策の推進方向 

① 高齢者の生きがいづくり（社会参加の促進、老人クラブの育成、就労の場の確保など） 

ボランティア活動や健康づくりなど多様な活動ができる場の提供や自主活動団体への支援など、高齢者が主体的

に選択し、社会参加できる機会を提供しています。 

② 健康づくり・介護予防の推進（健康づくりの充実、生活習慣病の予防、一般介護予防事業など） 

健康づくりにおいては、フレイルの視点をとり入れた食事や運動の普及啓発など、疾病の重症化予防に取り組ん 

できました。介護予防事業では、社会参加を通じた介護予防を推進し、活動のきっかけづくりや継続支援のための 

事業を実施しました。 

③ 在宅サービスの充実（総合的な相談体制の整備、介護予防・生活支援サービス事業、在宅医療・介護サービス、 

    生活支援サービスなど） 

地域包括支援センターにおける総合相談事業、多様な主体による介護予防・生活支援サービス事業の実施

のほか、在宅医療・介護サービスや各種生活支援サービスの提供体制を整備しました。 

地域包括支援センターにおいては、個別ケア会議の開催数が増加しており、⾼齢者の困りごとを住⺠や専 

  門職で検討することで、地域での支援ネットワークの構築や集いの場の創設につながっています。 

④ 施設サービスの充実（介護保険施設等の整備、多様な住まいの普及の推進、住まいに関する相談支援） 

施設入所の必要量を確保するため、特別養護老人ホームについて用途変更により 25 床増床しましたが、小規模 

特別養護老人ホームの 29 床については、介護人材不足等により事業者からの応募がなく未整備となっています。 

⑤ 地域で支える仕組みづくり（市⺠の意識啓発、生活支援体制整備、ボランティア活動の促進、地域福祉の推進） 

    生活支援体制整備において地域の団体や関係機関との連携を強化したほか、ボランティア活動や地域の見守りの 

促進等により地域福祉を推進しました。また、ちょっとした支え合いサポーター養成講座の受講数が増加するなど 

互助による⽣活⽀援の担い⼿の養成数は増加しており、地域でできる⽀え合い活動について住⺠⾃ら話し合いを 

行う環境が構築されてきています。 

⑥ 認知症施策の推進（正しい知識の普及・啓発、予防対策の推進、相談・支援体制の充実、医療と介護の連携強化、

地域の見守り体制の構築） 

   認知症サポーター養成講座を小中学校で実施するなど、認知症の正しい理解について広く周知啓発を行ったほか、 

介護予防事業を通じて認知症の発症予防対策を推進しました。また、早期診断につなげるための相談体制の整備、 

医療と介護の連携強化に取り組んだほか、地域の見守り体制においては広域化や運用方法の充実を図ったことによ 

り支援体制が整ってきています。 

 

（２）介護保険事業の実施状況 

  介護給付費の適正化、低所得者への介護保険料及び介護サービス利用料の軽減に取り組んでいるほか、潜在介護

士の掘り起こしなど介護人材の確保に向けた取り組みを進めました。 

今後に向けた進め方について 

国では、第八期計画に係る基本指針案の中で、団塊世代が 75 歳以上となる 2025 年、高齢者人口がピークに

なると見込まれる 2040 年を見据え、介護需要や地域の介護を支える人的基盤などについて中⻑期的な視点を

持ちつつ計画を策定していくにあたり、以下の主なポイントが示されています。 

帯広市においては、第七期計画の評価・検証結果や市⺠アンケート結果、関係団体との意⾒等を踏まえつつ、

国の基本指針や関係する計画と整合性を図りながら、次期計画における施策の体系や事業等の整理を行うとと

もに、介護サービス量等の見込みについて推計し、計画原案に盛り込むこととします。 
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